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そのほか、経営者、関係団体等並びに国及び地方公共団体が、十分な連携を図りつつそれぞれの役割を果た
すことにより、従事者の処遇の改善や福祉・介護サービスの社会的評価の向上等に取り組んでいくことを明記。

労働環境の労働環境の

整備の推進整備の推進

キャリアアップのキャリアアップの
仕組みの構築仕組みの構築

福祉・介護サービス福祉・介護サービス

の周知・理解の周知・理解

潜在的有資格者等潜在的有資格者等

の参入の促進の参入の促進

多様な人材の多様な人材の

参入・参画の促進参入・参画の促進

○ キャリアと能力に見合う給与体系の構築、適切な給与水準の確保、給
与水準・事業収入の分配状況等の実態を踏まえた適切な水準の介護報
酬等の設定、介護報酬等における専門性の高い人材の評価の在り方
検討

○ 労働時間の短縮の推進、労働関係法規の遵守、健康管理対策等の労

働環境の改善
○ 新たな経営モデルの構築、介護技術等に関する研究・普及 等

○ 施設長や生活相談員等の資格要件の見直し等を通じた従業者のキャ

リアパスの構築や研修体系
○ 従事者のキャリアパスに対応した研修体系の構築
○ 経営者間のネットワークを活かした人事交流による人材育成 等

○ 教育機関等によるボランティア体験の機会の提供
○ 職場体験、マスメディアを通じた広報活動等による理解の促進等

○ 潜在的有資格者等の実態把握／福祉人材センター等による相談
体制の充実／無料職業紹介等による就業支援・定着の支援 等

○ 高齢者への研修、障害者への就労支援等を通じた高齢者などの参
入・参画の促進 等

４．新たな指針のポイント４．新たな指針のポイント
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指針の実施状況を評価・検証し、必要に応じて見直す。


